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委員限り
資 料 Ｄ

平成２５年分収支報告に係る政治資金監査報告書について
(総務大臣分及び都道府県選挙管理委員会分)

Ⅰ.政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果（全体概要）

【総務大臣分】
区 分 団体数 割 合

９０７
調 査 団 体 数

（前回 822）
(1) 政治資金監査の対象となった事項につい ８６９ ９５．８％
てすべて確認できたもの （前回 793） （前回 96.5%）

１１ １．２％
(2) 会計帳簿に記載不備があったもの

（前回 11） （前回 1.3%）
(3) 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない ２６ ２．９％
支出があったもの （前回 15） （前回 1.8%）

１ ０．１％
(4) (2)及び(3)が複合したもの

（前回 3） （前回 0.4%）

【都道府県選管分】（Ｑ１関係）
区 分 団体数 割 合

２，７９３
調 査 団 体 数

（前回 2,617）
(1) 政治資金監査の対象となった事項につい ２，７２５ ９７．６％
てすべて確認できたもの （前回 2,527） （前回 96.5%）

１１ ０．４％
(2) 会計帳簿に記載不備があったもの

（前回 23） （前回 0.9%）
(3) 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない ５７ ２．０％
支出があったもの （前回 65） （前回 2.5%）

０ ０．０％
(4) (2)及び(3)が複合したもの

（前回 2） （前回 0.1%）

【参考：総務大臣分＋都道府県選管分】
区 分 団体数 割 合

３，７００
調 査 団 体 数

（前回 3,439）
(1) 政治資金監査の対象となった事項につい ３，５９４ ９７．１％
てすべて確認できたもの （前回 3,320） （前回 96.5%）

２２ ０．６％
(2) 会計帳簿に記載不備があったもの

（前回 34） （前回 1.0%）
(3) 会計帳簿と突合を行う書面が存在しない ８３ ２．２％
支出があったもの （前回 80） （前回 2.3%）

１ ０．０％
(4) (2)及び(3)が複合したもの

（前回 5） （前回 0.2%）
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Ⅱ.政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果内訳（総務大臣分）

１．全体概要

区 分 団体数 <参考>H㉔

平成２５年分の収支報告書に併せて政治資金監査報告書
９０７ ８２２

の提出があった国会議員関係政治団体

記載例(1)の内容で提出されたもの ７９９ ７５１

（うち収支報告書に支出が計上されていないもの） （ １１） （ ３４）

記載例(4)の内容で提出されたもの ７０ ４２

記載例(2)の内容で提出されたもの １１ １１

記載例(3)の内容で提出されたもの ２６ １５

記載例(2)及び(3)の内容の複合形で提出されたもの １ ３

（参考）前回の政治資金監査報告書において指摘事項のあった団体の状況

平成24年分 団体数 平成25年分 団体数
記載例(1) １
記載例(4) １

記載例 (2) ９ → 記載例(2) ７
記載例(3) ０

記載例(2)&(3) ０
（１）、【１】

平成24年分 団体数 平成25年分 団体数
記載例(1) ６
記載例(4) ０

記載例 (3) １２ → 記載例(2) ０
記載例(3) ６

記載例(2)&(3) ０
〔２〕、【１】

平成24年分 団体数 平成25年分 団体数
記載例(1) ０
記載例(4) ０

記載例(2)&(3) ３ → 記載例(2) ０
記載例(3) ２

記載例(2)&(3) １
※（ ）書きの数値は解散団体数

〔 〕書きの数値は年の途中で国会議員関係政治団体でなくなった団体数

【 】書きの数値は年の途中で都道府県選管届出団体となった団体数
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２．個別事項別件数

（１）会計帳簿に記載不備があったもの

指 摘 事 項 件 数 <参考>H㉔

① 支出を受けた者の氏名 ４ １

② 支出を受けた者の住所 ８ １１

③ 支出の目的 ３ ２

④ 支出の金額 ０ ０

⑤ 支出の年月日 ２ １

計 １７ １５

※ 複数の指摘事項がある団体があるため、上記の指摘件数の計と指摘団体数とは一致しない。

（２）会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出があったもの

指 摘 事 項 件 数 <参考>H㉔

① 領収書等亡失等 ２２ １６

② 支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費 ３ ３

③ 当該団体に対して発行されたとは認められない名称
０ １

が領収書等のあて名に記載

計 ２５ ２０

３．政治資金監査の実施場所

区 分 団体数 <参考>H㉔

① 主たる事務所で実施したもの ７２２ ６３９

② 主たる事務所以外の場所で実施したもの １８５ １８３

(20.4%) (22.3%)
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Ⅲ．政治資金監査報告書の記載不備等の状況（総務大臣分）

【注】下記２，３に掲げる「件数」は誤差があり得るほか、前回調査と今回調査とでは、調査母数に
差があること、分析の精度にも差異が生じている可能性が否めないことに留意が必要。

１．共通部分（形式審査時の指摘例等）

①あて名、氏名等

・政治資金監査報告書の日付に記載されている年が適切な年でない

・国会議員関係政治団体の正式名称以外の名称を記載

・国会議員関係政治団体の代表者以外の氏名を記載

・自署かつ押印されていない

・省令で規定している３項目（「監査の概要」、「監査の結果」、「業務制限」）で構成

されていない

・「監査の結果」が（１）～（４）の４項目で構成されていない

②「１ 監査の概要（１）～（３）」

・収支報告書提出の根拠規定の記載誤り

・旧記載例（平成×年×月×日から平成×年×月×日）を使用していることによる

監査対象期間の記載誤り

・主たる事務所以外で実施した場合の理由の不記載

・主たる事務所以外で実施した場合の住所の不記載

２．「１ 監査の概要（４）」（主たる事務所以外の場所で実施 １８５団体 H㉔ 183団体）

① マニュアルで例示している理由以外の理由が記載されていたもの

６４団体 <参考>H㉔ ８５団体

区 分 件数 <参考>H㉔

・解散（事務所閉鎖したため） １８件 ９件

・効率的な実施のため １８件 ３４件

・監査に時間を要するため ５件 ５件

・遠隔地であるため又は監査人の事務所が近いため ６件 ７件

・会計帳簿等の関係書類を他の事務所等に保管している ７件 １４件

ため

・書類が少ないため ３件 ５件

・理由の記載がないもの ０件 ６件

・監査人自身の怪我等のため １件 １件

・その他 ６件 ４件

※ 複数の理由を記載している団体があるため、件数の合計と該当団体数は一致しない。
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② 具体の場所及び住所が記載されていないもの ３１団体 <参考>H㉔ ８９団体

区 分 件数 <参考>H㉔

・「監査人の事務所」、「議員会館」、「会計責任者の事務

所」との記載又は他の政治団体名の記載にとどまり、住 １６団体 ７５団体

所の記載がないもの

・住所のみ記載しているもの １５団体 １４団体

・場所も住所も記載していないもの ０団体 ０団体

３．「２ 監査の結果」

（１）第１号監査事項（保存対象書類の確認） <参考>H㉔

①保存されていた書類が列記されていないもの ９件 ７件

うち「会計帳簿等の関係書類」と記載されているもの ９件 ７件

②保存されていないはずの書類が明記されていたり、保存さ

れているべき書類が明記されていないもの

（支出がゼロにもかかわらず、「領収書等」などが列記されているも １９件 ３４件

のや、支出があるにもかかわらず「領収書等」などの関係書類の記載

がないもの 等）

③「振込明細書に係る支出目的書」や「徴難明細書等」の用 ５３件 ４７件

語の使い方が不正確なもの

④その他記載例以外の記述

・「少額領収書等の宛名についての助言」や「収入の事実 ４４件 ３２件

が無いこと」など記載例にそぐわない記載

（２）第２号監査事項（会計帳簿の必要記載事項の確認） <参考>H㉔

①記載例(2)の「○○」部分について特異な記述があるもの

・「住所の全てに記載不備・・・が見られたものの」 １件 １件

・「通信費等の宛先の記載不備が一部に見られたものの」 ０件 １件

・記載不備の内容が記載されていない １件 １件

・徴難明細書等により確認した旨の記載 ０件 １件

②その他記載例以外の記述

・会計帳簿を「会計帳簿等の関係書類」と記載 ２件 １件

・「記載されているか不明」と記載 １件 １件

・支出のない旨の記載 ２件 ２件

（３）第３号監査事項（収支報告書の必要記載事項の確認） <参考>H㉔

①保存されていないはずの書類が明記されていたり、保存さ

れているべき書類が明記されていないもの、「振込明細書 １０５件 ８６件

に係る支出目的書」や「徴難明細書等」などの用語の使い方

が不正確なもの

②列記された書類が(1)に記載された保存書類と異なるもの ２８件 ４１件
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③その他記載例以外の記述

・領収書等の必要記載事項に関する指導内容を(5)として １件 ３件

記載するなど

・「領収書の支出の目的の記載不備が一部に見られた」旨 １件 １件

の記載

・「表示されていたかについては不明」との記載 １件 １件

・「収入・支出の事実がないため該当ない」との記載 ２件 １件

・「通帳」を確認書類に加えて記載しているもの １件 ０件

・「会計帳簿の状況が表示されていた」との記載 １件 ０件

・解散団体に係る収支報告書提出の根拠規定の記載誤り １件 ０件

（４）第４号監査事項（徴難明細書等の必要記載事項の確認） <参考>H㉔

①(4)の記載がないもの ６件 １５件

②(1)及び(3)の記載との関係で整合的でなかったり、「振込

明細書に係る支出目的書」や「徴難明細書等」の用語の使い

方が不正確なもの １１６件 ５５件

（徴難明細書等が会計帳簿に基づき記載されていたとしながら(1)や(3)

には徴難明細書等の記載がないもの、支出がゼロにもかかわらず「徴難

明細書等」が会計帳簿に基づき記載されていたとするもの 等）

③その他記載例以外の記述

・書類名の誤り １７件 ３件

・「記載されていたかについては不明」との記載 １件 １件

・「収入･支出の事実がないため該当なかった」との記載 １件 ０件

（５）その他（「（５）」など任意の追記） <参考>H㉔

①高額領収書のヒアリングによる宛先の確認状況及び助言内 ０件 １件

容を記載

②支出目的及び支出年月日が記載されていない領収書につい １件 ２件

ての指導内容を記載

③不備のある領収書を徴難明細書として処理 １件 １件

④今後収支の明細が判明し次第、本件報告書の訂正内容につ １件 １件

いて監査を受けることを確認した旨の記載

４．「３ 業務制限」

・使用人等が業務制限に該当しない旨を明記せずに、「○○○（国会議員関係政治

団体名）と私達との間には」などと記載しているもの
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Ⅳ．提出書類全般に係る不備等の状況（総務大臣分）

１．収支報告書（支出部分）

・支出の金額の不整合（計算誤り、表間不突合等）

・支出項目の誤り

・様式（その１４）～その１６のいずれか又はすべての添付漏れ

・支出年の記載誤り

２．収支報告書以外の提出書類

・領収書等の写しなど収支報告書と併せて提出する書類の添付漏れ

・提出書類の必要記載事項の記載漏れ

・領収書等の写しの編纂がずさんで、各支出との対応関係が分かりにくい

・支出の一覧表及び残高証明書等、提出する必要のない書面の提出
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Ⅴ.政治資金監査報告書の記載内容等に関する調査結果内訳（都道府県選管分）

［注］以下の質問項目によっては、感想にとどまっている回答が含まれることに留意。

１．政治資金監査報告書の記載内容について

Ｑ２．政治資金監査報告書の基本的な記載内容（あて名、年月日等）について不備等を指

摘する事項はありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ２３ ２８

●あった ２４ １９

政治資金監査報告書の日付に記載されている年が、監査

対象に係る適切な年でなかった ６ －

国会議員関係政治団体の名称が収支報告書（その１）の

記載と一致していなかった ８ ９

代表者の氏名が収支報告書（その１）の記載と一致して

いなかった ６ ４

登録政治資金監査人の署名が自署でない又は押印されて

いなかった ９ ５

「監査の結果」が（１）～（４）の４項目で構成されて

いなかった ６ ０

その他 ８ １０

（主なもの）

・省令で規定している３項目（「監査の概要」、「監査の結果」、「業務制限」）で構

成されていなかった、又はＡ４の用紙で作成されていなかった

・「監査の概要」が（１）～（４）の４項目で構成されていなかった

Ｑ３．政治資金監査報告書の「１．監査の概要」の中で、不備等を指摘する事項はありま

したか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ２４ ２６

●あった ２３ ２１

収支報告書提出の根拠規定（法第１２条第１項又は法第

１７条第１項）が正しく記載されていなかった １９ １３

監査の概要の（１）及び（３）に記載する書類が正しく

記載されていなかった ８ ９

その他 ４ ８

（主なもの）

・監査の対象期間を「平成25年1月1日から12月31日まで」と記載

・期間、根拠法令、マニュアルに基づき政治資金監査を行った旨しか記載されて

いなかった
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Ｑ４．政治資金監査は、国会議員関係政治団体の主たる事務所で行われなかった場合、主

たる事務所で政治資金監査を実施しなかった理由を明らかにした上で、実施場所につ

いては住所を併記することにより具体的に特定して、政治資金監査報告書の「１．監

査の概要（４）」に記載しなければなりません。

国会議員関係政治団体の主たる事務所で行われなかった政治資金監査のうち、その

理由について、記載例の（注）で示された理由と異なる理由が記載されていた（若し

くは理由が記載されていなかった）ものはありましたか？また、住所が併記されてい

ないものはありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●すべての政治資金監査が主たる事務所で行われていた ８ ５

●主たる事務所で行われなかった政治資金監査があった ３９ ４２

※主たる事務所で行われなかった政治資金監査があったとする団体について

（単位：選管数） <参考>H㉔

理由はすべて記載例に従って記載されていた ２７ －

理由が記載例と異なる記載となっていたものがあった ７ －

（主なもの）

・当該政治団体の解散により主たる事務所がなくなったため

・会計帳簿等の関係書類が少ないため

・政治資金監査を効率的に行うため

理由が記載されていないものがあった ９ －

主たる事務所以外での実施場所はすべて記載されていた ３６ －

実施場所が記載されていないものがあった ３ －

住所はすべて記載されていた １６ １５

住所が記載されていないものがあった ２３ ２７

Ｑ５．政治資金監査報告書の「２ 監査の結果」の中で、不備等を指摘する事項はありま

したか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ２８ －

●あった １９ －

記載例（１）～（４）共通

保存されていないはずの書類が記載されていた、又

は 保存されているべき書類が記載されていなかった １４ －

監査の結果の（１）及び（３）に記載される書類は

同一となるべきにもかかわらず異なる書類が記載さ

れていた ２ －

「領収書等を徴し難かった支出の明細書」及び「振

込明細書に係る支出目的書」が存在しなかったため、

監査の結果の（４）を削除していた。 ８ －

その他 ４ －

（主なもの）

・適正であるとのみ記載されていた
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記載例（２）

会計帳簿に記載不備があった事項（支出を受けた者

の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年

月日等のうち該当する事項）が具体的に明記されて

いなかった １ １

記載例（３）

領収書等の亡失等があるにもかかわらず、領収書等

亡失等一覧表が添付されていなかった ３ ４

（別記）に、「領収書等亡失等一覧表」、「支出の状況

を確認できる書類が存在しない人件費」、「当該団体

に対して発行されたとは推認されない名称が領収書

等のあて名に記載されていると判断されるもの」以

外の事項が記載されていた（又は何も記載されてい

なかった） ０ ０

Ｑ６．選挙管理委員会の立場として、登録政治資金監査人に対してアドバイスや改善を促

したい点等はありますか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●ない ３２ ３０

●ある １５ １７

（主な意見等）

・事実と相違すると思われる記載が散見されるため、監査をしっかり行っていただ

きたい

・領収書の枚数が多いため、全てきちんと確認するのは困難かもしれないが、信頼

に関わることなので、対応をお願いしたい

・収支報告書と領収書との不整合が極めて多い点の改善を望む

・実際に保存書類を確認しているのか疑問が生じかねないので、事実に即して記載

をお願いしたい

・従前の記載例からの変更点が修正されていない報告書が多数みられる。最新の政

治資金監査マニュアルに沿って監査を行うよう徹底してもらいたい

・監査を受けているにも関わらず、収支報告書に計算ミスや領収書との金額不一致

等が多数みられる。監査に対する信頼性が損なわれないよう、十分な監査をお願

いしたい

・根拠条文の誤りや監査報告書のフォーマットの注意書きがそのまま残っているも

のなど、監査人が本当に適切に監査を実施し、自ら報告書を作成したのか疑わせ

るような事例も散見される

・収支報告書内の計算誤り、領収書添付漏れといった収支報告書が選管に提出され

る。登録政治資金監査人は、会計責任者が作成した収支報告書の内容を十分確認

した上で、監査報告書を作成して欲しい
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２．収支報告書及び当該報告書と併せて提出する書類について

Ｑ７．収支報告書の「支出」に関する箇所について不備等を指摘する事項はありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ９ ９

●あった ３８ ３８

支出の金額の不整合（計算誤り、表間不突合）があった ３５ ３２

支出項目が間違っていた １６ ２５

様式その１４～その１６のいずれか又はすべてについて

添付漏れがあった １６ １８

その他 １０ ２４

（主なもの）

・領収書等の記載内容（支出年月日、氏名、住所、支出の目的等）との不一致

・領収書・振込明細書の提出があるにも関わらず、収支報告書への支出の記載が

無い。

・収支報告書内の表間突合の不一致

・パソコン作成の収支報告書の文字の変換ミス及び文字切れ

・様式その１３～その１６の小計漏れ

・領収書に支出を受けた者の住所の記載がない場合、住所欄が空欄になっていた

※「あった」とする団体について （単位：選管数）

不備等を指摘した団体の割合 １～３割 ４～６割 ７～10割 計

平成２４年分に比し

減っている ８ １ ０ ９

ほとんど変わらない １１ ８ ９ ２８

増えている １ ０ ０ １

小計 ２０ ９ ９ ３８

不明 ０

Ｑ８．収支報告書と併せて提出する書類について不備等を指摘する事項はありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった １１ ８

●あった ３６ ３９

領収書等の写しなどの書類の添付が漏れていた ２９ ３３

書類の必要記載事項の記載が漏れていた ２２ －

領収書等の編さんがずさんで、各支出との対応関係が分

かりにくかった ２３ ２０

その他 ３ １０

（主なもの）

・政治資金監査報告書の提出義務を知らなかった
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３．収支報告書の提出後に生じた事情とその対応について（※回答時点の状況）

Ｑ９．収支報告書の支出の内容を訂正した政治団体はありましたか？

ある場合、収支報告書の支出の訂正の時点又はその後において、登録政治資金監査

人の確認を受けたことを証する「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」又は

「訂正に係る政治資金監査報告書」を提出した政治団体はありましたか？

また、収支報告書の支出の内容について訂正があったにもかかわらず、登録政治資

金監査人の確認を受けなかった政治団体はありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ２７ ３２

●あった ２０ １７

登録政治資金監査人の確認を受けたことを証する「訂正

後の支出状況に係る政治資金監査報告書」又は「訂正に

係る政治資金監査報告書」を提出した政治団体があった ５ －

収支報告書の支出の内容について訂正があったにもかか

わらず、登録政治資金監査人の確認を受けなかった政治

団体があった １７ －

Ｑ10．領収書等が再発行された場合等、収支報告書自体には変更がないものの、支出の内

容を証する書面に変更が生じた政治団体はありましたか？

ある場合、登録政治資金監査人の確認を受けたことを証する「訂正後の支出状況に

係る政治資金監査報告書」を提出した政治団体はありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ４７ ４２

Ｑ11．政治資金監査の対象となった事実に変更はないが、政治資金監査報告書の記載誤り

があったため、訂正後の政治資金監査報告書を提出した政治団体はありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ３９ ３８

●あった ８ ９
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４．少額領収書等の写しの開示制度について

Ｑ12．少額領収書等の写しについて、昨年度、開示請求はありましたか？

（単位：選管数） <参考>H㉔

●なかった ３８ －

●あった ９ －

公序良俗に違反するため不開示とした案件があった ０ ０

政治資金適正化委員会が具体的指針として示した事

項以外で、公序良俗違反として検討すべきと考えら

れる事例があった ０ ０
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５．その他

Ｑ13．政治資金適正化委員会に対する主な意見、要望等

（１）政治資金監査制度に係るもの
（単位：選管数）

・政治資金監査を完了した団体の収支報告書に、単純な計算誤り、様式

の不備、領収書との不整合等が多く見受けられ、政治資金監査が収支

報告の適正の確保に成果を生んでいない現状を踏まえ、制度の見直し

を進めていただくことを望んでいる １

・会計帳簿と突合する領収書等の記載不備について監査報告書で明記す

るよう「記載例（２）」の内容の検討をお願いしたい １

（２）登録政治資金監査人に対する研修や適正な監査の周知徹底に係るもの
（単位：選管数）

・監査報告書の記載例が変更されているにも関わらず、変更前の記載例

のまま提出されるケースが多数みられるため、最新の政治資金監査マ

ニュアルを使用し、適正に監査を行うよう政治資金監査人に対し、周

知徹底をお願いしたい １

・引き続き政治資金の適正化に向けた御指導や御助言、情報提供をお願

いしたい １

・登録政治資金監査人に対して、監査報告書の記載方法について周知徹

底して欲しい １

・より適正な監査報告が行われるよう、登録政治資金監査人のへのフォ

ローアップ等を行っていただきたい １

・監査人に対する研修を充実させるとともに監査報告書を適切に作成で

きない監査人に対する指導を徹底して行う等、政治資金監査の充実に

務めていただきたい １

（３）登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言に係るもの
（単位：選管数）

・監査を受けているにもかかわらず、計算ミスや支出年の誤り等の初歩

的なミスも非常に多く、監査の信頼性に疑念を禁じ得ないため、研修

修了要件の強化（試験の実施など）、年１回の研修参加の義務化や更

新制の導入など、監査人の質的向上のための見直しが必要と考える １

・監査人に対し個別指導を実施するに当たっては、不備のある収支報告

書や政治資金監査報告書が提出されることがないよう、実効性の伴っ

た指導を行うとともに、改善が見られない監査人に対しては資格停止

など厳しい対応をお願いしたい １

・登録政治資金監査人に直接指導・助言を行っていただける取り組みに

ついては大変ありがたく思っている

収支報告書及び監査報告書を審査する上で気づいたことがあればまた

ご連絡させていただきたい １
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・政治資金監査人が本当にチェックしたのか疑いたくなるほど杜撰な収

支報告書が散見されるため、適正化委員会から政治資金監査人へ指導

を厳格に行っていただきたい １

・監査人に対する研修を充実させるとともに監査報告書を適切に作成で

きない監査人に対する指導を徹底して行う等、政治資金監査の充実に

務めていただきたい １（再掲）

（４）少額領収書等の開示に係るもの
（単位：選管数）

・県内の国会議員に関する政治団体の平成22年から24年分の少額領収書

等の全ての開示請求がなされ、県選管にとっても選挙執行等の事務に

多大な影響を及ぼした １

・少額領収書等の開示に当たり、個人情報保護の取扱い（全部開示又は

できるだけ非開示となるものがなくなるよう）について指針を示して

欲しい（※ 大量の開示請求に当たり部分非開示（墨塗り）作業の激

増に耐えられない状況となっている。） １

（５）その他
（単位：選管数）

・選管職員に対する研修の実施やポイントを絞ったマニュアルの整備な

どに配慮していただけるとありがたい １

・総務大臣分に関する調査項目については、既に政治資金課に報告済み

である事項であるため、当該調査においては省略することを検討して

欲しい １

・監査報告書の点検を簡素化するため、監査報告書の様式を今回のアン

ケートのようなチェックボックスの該当項目にチェックを入れるタイ

プのものにしてほしい １

※ 回答方法は自由記載
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６．調査結果

１．政治資金監査報告書の記載内容について

（１）あて名、監査人名等の記載（Ｑ２）

登録政治資金監査人の署名が自署でなかったり、かつ押印されていなかった不備や、

あて名が国会議員関係政治団体の正式名称でない名称で記載されていたり、代表者では

ない者の氏名を記載していたなど、依然として、基本的事項に係る不備の指摘は多い（１

９選管→２４選管）。

【総務大臣分も同様の事例あり】

（２）監査の概要及び監査の結果の記載（Ｑ３、５）

依然として、政治資金監査報告書による報告事項の趣旨や、用語の使い方について周

知が徹底していなかったり、登録政治資金監査人の理解が必ずしも十分でなかったりす

ることにより、政治資金監査報告書の記載内容の齟齬があった旨指摘されている（概要

の不備２１選管→２３選管）。

【総務大臣分も同様の事例あり】

また、少数ではあるが、領収書等亡失等一覧表が添付されていなかった事例も報告さ

れている（３選管）。

（３）主たる事務所以外で政治資金監査を実施した場合の記載（Ｑ４）

政治資金監査の実施場所が主たる事務所と異なる場合には、その理由を具体的に記載

し、実施場所を特定することとしているが、実施場所について住所が併記されていない

ものが依然として見受けられた（２７選管→２３選管）。

【総務大臣分も同様の事例あり】

２．収支報告書及び収支報告書と併せて提出する書類について

（１）収支報告書（支出部分）について（Ｑ７）

支出部分に関する不備については、全体的には減少傾向にあるものの（前回に比べれ

ば減ったとする選管は４選管→９選管）、依然として、多くの選管から不備があった旨

指摘されている（３８選管→３８選管）。

【総務大臣分も同様の事例あり】

（２）収支報告書と併せて提出する書類について（Ｑ８）

依然として、領収書等の写しや徴難明細書等の添付漏れの類については多くの選管か

ら指摘されている（３９選管→３６選管）。

また、領収書等の写しの編さんがずさんで各支出との対応関係が分かりにくいものが

あった旨の指摘も依然として多い（２０選管→２３選管）。

【総務大臣分も同様の事例あり】
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Ⅵ.調査結果等を踏まえた今後の対応方針

１．登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の実施

○ 平成２６年分の政治資金収支報告書に係る政治資金監査報告書の記載状況

等に関する都道府県選挙管理委員会及び総務省からの報告について、委員会

で審議・決定の上、平成２７年１２月下旬以降、委員会から直接、登録政治

資金監査人に対して、個別の指導・助言を実施

２．フォローアップ研修の充実

○ 政治資金監査の方法について、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類など

を用いて解説を行うとともに、政治資金監査報告書の記載方法について具体

的な誤り事例等を紹介しながら解説

３．フォローアップ研修への積極的な参加の促進など

○ より多くの登録政治資金監査人が参加できるよう、日程・場所など参加者

の便宜を図りつつ、引き続き全国各地で開催

○ 日中に参加できない登録政治資金監査人のために夜間開催を継続するとと

もに、年度前半の研修に参加者が集中する状況を改善するため、年度当初に

通年開催計画を公表

○ 政治資金監査あるいは政治資金監査報告書の作成に関して判断が困難な事

案があった場合には、政治資金適正化委員会へ照会するよう周知徹底

４．関係士業団体との連携

○ フォローアップ研修への参加の促進のため、政治資金監査の関係士業団体

に協力を要請するとともに、当該関係士業団体が主催する士業者向け研修会

等の機会も活用するなど、関係士業団体と連携

また、当委員会の研修への参加を関係士業団体の研修制度において研修受

講時間として算入する取扱いの拡大・周知について調整

○ 登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の実施に当たっては、関係

士業団体とも連携

５．「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の充実

○ Ｑ＆Ａを追加・改定した場合は、ホームページへの掲載やフォローアップ

研修等の機会を通じ、速やかに周知徹底

６．「政治資金監査報告書チェックリスト」の積極的活用の促進

○ 既に多数の登録政治資金監査人に活用されている（活用した８３．５％、

今後活用していきたい９７．３％（平成２４年度登録政治資金監査人アンケート））も

のの、一部の登録政治資金監査人に活用されていないため、引き続き、ホー

ムページへの掲載やフォローアップ研修等の機会を通じ、積極的活用を促進


